
(別紙③) 

スマホ／ケータイ１２の約束 ～都工ＰＴＡ～ 
 

以下の約束事は、(生徒)          と(保護者)         との間で交

わすスマホ／ケータイの使用契約書です。これは、私達があなたを守る為に、絶対必要で

す。約束を守ることができなくなった場合は、スマホ／ケータイの所有権がなくなります。

以下の約束をゆっくり読んでください。 

 

１．これは、私(保護者)が購入したので、私達からあなたに貸しているものです。 

２．パスワードは報告し、毎月料金請求書が届いたら料金について報告して下さい。 

３．私達(親)からの電話は、必ずでること。 

４．学校には、持っていきません。学校は学びの場です。 

５．毎日２２：００に私達に返却します。 

使用時間は、学校から帰ってから２２：００まで、休日は、８：３０～２２：００ま

でです。 

６．故障・破損・紛失は、自己負担です。機種変更する場合は、私に相談して下さい。 

７．スマホ／ケータイを使って人を傷つけるような事(誹謗中傷的な書き込みや会話、面

と向かって言えないこと)をしてはいけません。 

８．アダルトサイトや出会い系サイトなど、犯罪につながる事は禁止です。 

９．公共の場では、マナーとルールを守って使うこと(電源オフ、マナーモード)。あなた

も社会の一員です。 

１０．他の人にあなたの大事な所の写真を送ったり、貰ったりしてはいけません。またコ

メント等を掲載することもいけません。 

  一度ネット上に出た情報は消えません。人生が壊れてしまいます。 

１１．家族で出かけるときは、スマホ／ケータイ禁止です。家族の時間を大切にしましょ

う。周りに流されない、自分というものをしっかり持って行動して下さい。 

１２．あなたは、子供です。約束を破ることもあると思います。その時は、スマホ／ケー

タイ使用契約違反ですので、没収・解約します。そして、家族会議をしましょう。で

きれば、また契約を結びたいです。 

 

 

以上の約束を守れるのであれば、以下の部分に、直筆でサインをしてください。 

 

平成    年   月   日(  )  氏 名(生徒)                   


